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第３ 生活衛生部

1-1 医療薬事課（医事薬事チーム）

(1) 医療提供体制の整備充実

１ 一般医療監視及び医療機関指導事業【所重点】 

病院、診療所、助産所等を対象として、関係法令に規定された構造設備・人員を有し、

適正な管理を行っているかどうかの検査を行い、県民に適正な医療を提供できるよう監

視・指導を行うとともに、医療安全の確保や医療従事者の資質の向上を図るための医療

安全研修会を開催しました。 

(1) 立入検査の実施状況

病院 
診療所 

助産所 技工所 施術所 計 
医科 歯科 

11 27 17 1 8 16 80 

(2) 医療安全研修会の開催

開催月日：平成 31年 3月 5日（場所：さくらホール)

内  容：「近年の医療監視の結果及び医療相談について」

相双保健福祉事務所 医療薬事課 専門薬剤技師 尾形 眞一

「医療安全を考える」～ヒューマンエラーとノンテクニカルスキル～

県立医科大学看護学部基礎看護学部門 准教授 木下 美佐子 氏

出 席 者：291人

２ 地域医療構想調整事業 

当地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための「地

域医療構想」について協議するため、相双地域医療構想調整会議を開催しました。 

(1) 相双地域医療構想調整会議の開催

1回開催（開催月日：平成 30年 8月 8日）

(2) 相双地域医療構想調整会議部会の開催

2回開催（開催月日：平成 30年 11月 28日、平成 31年 3月 12日）
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(2) 救急医療体制の強化 
 １ 地域救急医療対策協議会運営事業 

救急医療体制の一層の整備促進を図るため、救急医療体制の整備、メディカルコン

トロール体制等について検討・協議を行いました。 

(1) 相双地域救急医療対策協議会 

   開催月日：平成 30年 11月 8日 

場  所：相双保健福祉事務所 大会議室 

   議    題：相馬・双葉地域の救急搬送状況について 

(2) 県北・相馬地域メディカルコントロール協議会 

   開催月日：平成 31年 2月 21日 

場  所：県北保健福祉事務所 大会議室 

   議    題：「救急搬送の概要」について 

 (3) 県北・相馬地域傷病者搬送受入体制検討会 

開催月日：平成 31年 2月 21日 

場  所：県北保健福祉事務所 大会議室 

議  題：「救急搬送における医療機関の受入状況等」について 

 

 ■管内の救急医療体制の状況（平成 31年 4月 1日現在） 

    ①在宅当番医（歯科医）制 

（一社）相馬郡医師会（相馬方部、南相馬方部）で実施しています。 

歯科在宅当番医制については、相馬、双葉各歯科医師会で平成 14年 4月 1日より実

施していましたが、双葉地区については、避難指示区域に指定されたため休止してい

ます。 

②病院群輪番制 

相馬地区では、平成 24年 6月 1日より 6病院（救急病院 6）が参加して実施してい

ます。 

      双葉地区では、4病院（救急病院 3、救急協力病院 1）が参加して平成 15年１月１

日より実施していましたが、双葉地区が平成 23年 4月より避難指示区域に指定され

たため休止しています。 

③救急・協力病院 

      福島県ふたば医療センター附属病院が平成 30年 4月 1日に開院し、11病院が救急病

院、1病院が救急協力病院となっています。 
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   ■救急・協力病院 （平成 31年 4月 1日現在） 

 
名 称 所 在 地 

救急 

病院 

救急協

力病院 

相

馬

地

区 

公立相馬総合病院 相馬市新沼字坪ケ迫 142 ○  

医療法人社団茶畑会 

相馬中央病院 
相馬市沖ノ内 3丁目 5－18 ○  

南相馬市立総合病院 南相馬市原町区高見町 2丁目 54－6 ○  

渡辺病院 相馬郡新地町駒ヶ嶺字原 92 ○  

医療法人社団青空会大町病院 南相馬市原町区大町 3－97 ○  

医療法人相雲会小野田病院 南相馬市原町区旭町 3－21 ○  

（厚生連）鹿島厚生病院 南相馬市鹿島区横手字川原 2 ○  

双

葉

地

区 

今村病院 双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前 243 ○  

福島県ふたば医療センター 

附属病院 
双葉郡富岡町大字本岡字王塚 817-1 ○  

福島県立大野病院 双葉郡大熊町大字下野上字大野 98－1 ○  

（厚生連）双葉厚生病院 双葉郡双葉町大字新山字久保前 100 ○  

医療法人西会西病院 双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町 6  ○ 

※ 福島県ふたば医療センター附属病院以外の双葉地区の救急・協力病院は、避難指

示区域とされたため、平成 23年 4月より休止しています。 

 

 (3) 医療提供体制の再構築の支援 
１ 医療提供体制再構築支援事業【所重点】 

福島県浜通り地方医療復興計画及び避難地域等医療復興計画に基づき、管内の医療

提供体制の再構築に必要不可欠である施設設備等の復旧・復興及び医療従事者の確保

を支援するため、病院等の病床稼働状況や医療従事者の現状調査を行い、関係機関へ

の情報提供を行いました。 

また、厚生労働省等関係機関と連携して、管内の病院等を訪問し、現状と支援要望

等の把握を行いました。 

病院等訪問回数：延べ ９回 

 

(4) 移植医療の推進 
１ 骨髄バンクドナー登録推進事業 

  広く県民に対して骨髄バンク事業の普及啓発を行い、事業に対する県民の理解とド

ナー登録の促進を図りました。 

■ドナー登録受付件数 

平成 27 年度：12 件 

平成 28 年度：21 件 

平成 29年度：22 件 

平成 30 年度：37 件 
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(5) 医薬品等の有効性・安全性の確保と医薬分業 
１ 薬事監視指導事業【所重点】 

医薬品等の品質、有効性、安全性の確保及び不良医薬品等の発生を防止するため、

医薬品医療機器等法に基づき、医薬品等の製造所及び薬局等医薬品販売業に対する監

視・指導を実施しました。 

また、適正な医薬分業を推進するとともに、医薬品の安全・適正使用の徹底を図る

ため、薬局等に対する薬事監視を実施しました。 

■薬事対象施設監視件数 （平成 30年度） 

単位：件 

 

２ 毒劇物危害防止対策事業 

毒物及び劇物による事故の未然防止を図るため、毒物及び劇物取締法に基づき、関 

係施設の登録事務を行うとともに、毒物劇物の製造業者、販売業者及び運送業者に対

する監視指導等を実施しました。 

(1) 農薬危害防止運動 

ポスター掲示により農薬の安全かつ適正な使用や保管管理を啓発しました。 

   実施時期：6～9月 

(2) 毒物劇物営業者等に対する立入検査の実施  

説諭 始末書 業務停止 改善 計

63 24 0 3 3 3

専業 5 3 0 0

薬局 1 0 0 0

専業 1 0 0 0

薬局 1 0 0 0

30 6 0 3 3 3

10 7 0 0

－ 0 0 0

3 0 0 0

－ 58 0 19 19 19

2 1 0 0

0 0 0 0

－ 25 0 0

－ 63 0 0

1 2 0 0

0 0 0 0

－ 25 0 0

－ 63 0 0

3 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 0

高度管理医療機器 63 25 0 0

管理医療機器 310 35 0 1 1 1

－ 61 0 1 1 1

製造業

違反件数

製造販売業

違反に対する措置
対象数 監視件数 収去件数

薬局

医
薬
部
外
品

化
粧
品

医
療
機
器

業種別

製造業

製造販売業

販売業

業務上取り扱う施設

製造業

製造販売業

店舗販売業

卸売販売業

特例販売業

配置（既存）販売業

業務上取り扱う施設

医
薬
品

業務上取り扱う施設

販売業・貸与業

販売業

業務上取り扱う施設

製造業

修理業

製造販売業
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■毒劇物取扱施設立入検査件数                   単位：件 

 
※対象数は年度末現在のもの 

(3) 毒物劇物運搬車両取締り 

実施月日：平成 30年 11月 13 日 

実施場所：双葉警察署双葉南部臨時庁舎駐車場 

実施月日：平成 30年 11月 29日 

実施場所：福島県トラック協会相馬地区休憩所 駐車場 

 

３ 医薬品等の製造販売等の許可事務【所重点】 

 医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するため、医薬品医療機器等法に基づく

医薬品等製造販売業等関係の許可等事務を実施しました。 

 

■許可・登録件数 

業態 
   区分 許可・登録 書換え  

再交付   新規 更新 

薬局 5 9 3 

医薬品製造業（薬局） 0 0 0 

医薬品製造販売業（薬局） 0 0 0 

医薬品販売業 0 8 2 

高度管理医療機器販売業・貸与業 5 4 5 

管理医療機器販売業・貸与業 28 - - 

毒物劇物販売業 8 12 4 

 

４ 薬事衛生思想の普及対策 

「薬と健康の週間」(10月)に合わせ、医薬品を正しく使用することと薬剤師が果た

す役割の大切さを普及啓発するため、ポスター及びリーフレットを配布しました。 

  

説諭 始末書 業務停止 改善 計

製造業 6 4 0 0

輸入業 1 0 0 0

販売業 89 27 0 1 1 1

業務上取扱者 6 0 0 0

法22条第5項の者 － 18 0 0

違反に対する措置
業種別 対象数 監視件数 収去件数 違反件数
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５ 災害時医薬品等備蓄供給事業 

災害発生の初動期（発生から 1～3日）には、住民が必要とする医薬品等（薬効分類

医薬品等：53品目、衛生材料:16品目）の確保が難しくなることから、災害時の医療

機関への迅速な供給体制を確保するため、医薬品卸売販売業者の災害時医薬品等の備

蓄状況を確認しました。 

  実施月日：平成 31年 3月 13日 

  実施施設：東北アルフレッサ株式会社 南相馬支店 

実施月日：平成 31年 3月 14日 

実施施設：サンセイ医機株式会社 原町営業所 

(6) 血液の確保対策の推進

１ 献血推進事業【所重点】 

献血思想の普及及び献血者の確保を図るため、「愛の血液助け合い運動」献血街頭キ

ャンペーンを実施しました。また、市町村や事業所を訪問し献血の協力を求めました。 

(1) 「愛の血液助け合い運動」献血街頭キャンペーン

開催状況：平成 30 年 7月 8日 南相馬ジャスモール  献血者数  149人 

平成 30 年 7月 10日 相馬市民会館    献血者数  72人 

■献血事業の実績  （平成 30年度） 

※1 飯舘村及び双葉 8町村については、管内実績には含まれていません。

※2 双葉地区については、目標量が定められていないため実績には含まれませんが、

献血バス配車を行ったため、参考に掲載しています。

(2) 市町村及び事業所への普及啓発活動

管内 4市町村 8事業所を訪問し、献血の継続及び新規受入れを依頼しました。

(7) 薬物乱用の防止

１ 麻薬等取締事業【所重点】 

麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法に基づき、免許・

指定事務を行うとともに、麻薬、覚せい剤取扱者に対する監視指導を行いました。 

また、これら薬物の乱用による危害を防止するため、乱用防止の普及啓発を行いま

した。 

地区別

L  882.2(2,257人）  882.2(2,257人） －

L 1,020.0(2,591人)※１ 1,020.0(2,591人) 285.2(718人)※２

％ 115.6 115.6 －

献血実績 L 1,003.6(2,509人) 1,003.6(2,509人) 283.2(708人)※２

達成率 ％ 116.4 116.4 －

献血実績 L 16.4(82人) 16.4(82人) 2.0(10人)※２

達成率 ％ 80.4 80.4 －

管内合計 相馬地区 双葉地区

200ｍＬ

内
訳

項目

献血目標量（目安人数）

献血量（献血者数）

達成率

400ｍＬ
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(1) 麻薬取扱施設の立入検査の実施状況   （平成 30年度） 

単位：件 

(2) 不正大麻・けし撲滅運動（5～7月）

管内の巡視を行い、大麻・けしの不正栽培を発見した場合は、それらの抜去を行い

ました。 

 大麻： １件  ５１本抜去 

けし： ２件 ２５８本抜去 

(3) 麻薬・覚せい剤乱用防止運動（10月～11月）

関係機関にポスター等啓発資材を配布し、薬物乱用防止の啓発を行いました。

２ 薬物乱用防止指導員運営事業 

覚せい剤、シンナー等の乱用根絶を目指し、徹底した啓発活動を効果的に実施するた

め、薬物乱用防止指導員を育成するとともに、同協議会の活動支援を行いました。 

(1) 相馬地区薬物乱用防止指導員協議会の開催

開催月日：平成 30年 5月 18日

開催場所：相双保健福祉事務所 大会議室

(2) 双葉地区薬物乱用防止指導員協議会の開催

開催月日：平成 30年 6月 13日

開催場所：郡山市民プラザ

(3) 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施

「ダメ。ゼッタイ。」福島県普及運動 626ヤング街頭キャンペーン

開催月日：平成 30年 7月 17日

開催場所：南相馬ジャスモール

３ 覚せい剤・シンナー・ボンド乱用防止事業 

若年層の薬物乱用防止を図るため、啓発用資料の配布等広報活動を実施するととも

に、薬物相談窓口を設置し、住民からの薬物問題の相談に対応しました。 

■薬物乱用防止教室への講師派遣の状況  （平成 30年度） 

種別 
実施校数 受講者数 

備考 
校 人 

小学校 29 914 

中学校 18 1,214 

高校 4 604 

その他 1 6 高等学校初任者研修 

計 52 2,738 

麻薬 向精神薬 覚せい剤原料

件数 54 73 54
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